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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「従業員数」の(外書)は、臨時従業員の期中平均雇用人員であります。 

  

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  １月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  １月31日 

自 平成17年
  ８月１日 
至 平成18年 
  １月31日 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  ７月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  ７月31日 

売上高 (千円) 413,047 495,421 613,858 992,619 1,102,699

経常利益 (千円) 28,646 78,225 41,637 184,723 113,921

中間(当期)純利益 (千円) 101,603 49,954 20,841 312,532 54,785

純資産額 (千円) 1,193,457 1,602,143 1,762,870 1,454,746 1,596,719

総資産額 (千円) 1,356,184 1,783,134 2,199,906 1,608,846 1,990,638

１株当たり純資産額 (円) 39,273.97 17,080.79 18,373.95 47,556.28 17,005.02

１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) 3,343.56 538.35 219.58 10,278.86 587.16

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) 3,313.68 510.91 213.41 9,952.71 559.05

自己資本比率 (％) 88.0 89.8 80.1 90.4 80.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △65,792 △20,825 25,373 157,142 61,182

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △22,175 41,544 20,746 122,862 △168,543

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 152,014 131,975 48,839 359,707

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(千円) 421,100 1,010,646 1,270,302 837,912 1,090,415

従業員数 (名) 35(1) 30(2) 65(3) 34(1) 31(1)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「従業員数」の(外書)は、臨時従業員の期中平均雇用人員であります。 

  

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  １月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  １月31日 

自 平成17年
  ８月１日 
至 平成18年 
  １月31日 

自 平成15年 
  ８月１日 
至 平成16年 
  ７月31日 

自 平成16年
  ８月１日 
至 平成17年 
  ７月31日 

売上高 (千円) 424,297 492,222 507,094 1,017,769 1,085,502

経常利益 (千円) 51,632 84,438 38,809 230,078 114,406

中間(当期)純利益 (千円) 113,373 52,796 21,419 333,032 47,237

資本金 (千円) 579,845 684,975 775,631 605,095 688,890

発行済株式総数 (株) 30,388 93,798 96,177 30,590 93,897

純資産額 (千円) 1,205,499 1,625,758 1,776,578 1,475,520 1,609,945

総資産額 (千円) 1,350,402 1,791,864 2,151,876 1,622,885 1,988,854

１株当たり純資産額 (円) 39,670.24 17,332.55 18,516.83 48,235.38 17,145.86

１株当たり中間(当期)純
利益 

(円) 3,730.84 568.98 225.67 10,953.11 506.26

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

(円) 3,697.50 539.97 219.33 10,605.56 482.02

１株当たり中間(年間) 
配当額 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 89.3 90.7 82.6 90.9 80.9

従業員数 (名) 35(1) 30(2) 34(2) 34(1) 31(1)



２ 【事業の内容】 

当社グループでは、ビジネス領域の拡大と事業内容の変化に鑑み、平成18年７月期より事業セグメント区分の見直

しを行いました。前連結会計年度において独立掲記しておりました「暗号化コード販売事業」は、重要性が減少した

ことから、当該事業の詳細内容に基づき、これを「サービス開発事業」及び「コンテンツ事業」に含めることとしま

した。よって、主要なビジネスについて「サービス開発事業」、「コンテンツ事業」及び「システムコンサルティン

グ事業」の３つの事業セグメントに再編しております。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となっております。 

  

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合であります。 

  

名称 住所 
資本金
又は出資金 

主要な事業の内容
議決権の所
有割合 
(％) 

関係内容 

(連結子会社)   

株式会社デリバリー 
東京都 
港区 

千円

19,025 
システムコンサルテ
ィング事業 

50.7 役員の兼任３名 

DELIVERY VIETNAM CO., LTD. 
Ho Chi Minh 
Vietnam 

米ドル

50,000 
システムコンサルテ
ィング事業 

50.7
(50.7)

― 



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 「従業員数」の(外書)は、臨時従業員の期中平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いています。 

４ 全社(共通)は、経理及び法務等の管理部門の従業員であります。 

５ 従業員数が、当中間連結会計期間において34名増加しておりますが、主として平成17年８月４日付けで、株式会社デリバ

リーの議決権の50.7％を取得したことにより、同社が連結子会社に該当することになったことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 「従業員数」の(外書)は、臨時従業員の期中平均雇用人員であります。 

３ 臨時従業員には、パートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いています。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は、結成されておりませんが、労使関係については、円滑な関係にあり、特記すべき事項は、ありませ

ん。 

  

平成18年１月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

サービス開発事業 10(2) 

コンテンツ事業 10(0) 

システムコンサルティング事業 37(1) 

全社(共通) 8(0) 

合計 65(3) 

平成18年１月31日現在

従業員数(名) 34(2) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間に、当社グループは、サービス開発事業において、携帯電話向けバーコードリーダを中心に

モバイル機器向けソフトウェアのライセンス販売を行い、ライセンス収入が拡大しました。また、コンテンツ事業

において、主に携帯電話向け有料コンテンツ配信による売上を実現しました。さらに、システムコンサルティング

事業においては、当中間連結会計期間に新たに議決権の50.7％を取得した子会社「株式会社デリバリー」を通じて

複数の新規クライアント向け業務を開始したこと等により、売上の拡大を実現しました。その結果、当中間連結会

計期間の売上高は、613,858千円(前年同期比23.9％増)、経常利益は、41,637千円(前年同期比46.8％減)、当中間純

利益は、20,841千円(前年同期比58.3％減)となりました。 

なお、前連結会計年度において独立掲記しておりました「暗号化コード販売事業」は、重要性が減少したことか

ら、当該事業の詳細内容に基づき、これを「サービス開発事業」及び「コンテンツ事業」に含めております。これ

による影響は、軽微であるため、各事業セグメントの売上高及び営業利益の前年同期比は、前連結会計期間の基準

によったものと、当連結会計期間の基準によったものを直接比較して算出しております。 

  

(サービス開発事業) 

サービス開発事業においては、主にモバイル機器、特に携帯電話向けアプリケーション・ソフトウェアのライ

センス販売を行いました。当期においては、携帯電話に組込まれたカメラで２次元コードほか各種バーコード等

の高速読取りを可能にする「CamReader」テクノロジーに基づく組込み型ソフトウェアの開発・供給体制をさらに

強化し、主要な携帯電話メーカや通信事業者等に対し、機能強化型アプリケーション・ソフトウェアのライセン

ス販売を行いました。その結果、同事業の当中間連結会計期間の売上高は、170,440千円(前年同期比42.6％増)、

営業利益は、64,862千円(前年同期比75.9％増)となりました。 

  

(コンテンツ事業) 

コンテンツ事業においては、収益の中心となる携帯電話向け有料コンテンツ配信サービスの基盤整備に加え、

安定的な収益基盤の構築と売上の持続的拡大を目的として、モバイル機器向け情報サイト構築・運用支援サービ

ス及び広告ほかマーケティング支援サービスの強化を進めました。 

有料コンテンツ配信サービスにおいては、継続的なリニューアル等により、引き続き安定的な売上を達成しま

した。また、国内大手製造／サービス事業者に対し、携帯電話向けサイトの構築及び運用支援サービスを提供し

たほか、10月には携帯電話向け音楽配信サービスに特化したフリーペーパー「うたフルぼん」の第４号を発行

し、広告サービスによる事業収益を拡大しました。その結果、同事業の当中間連結会計期間の売上高は、250,790

千円(前年同期比2.9％減)、営業利益は、29,702千円(前年同期比34.0％減)となりました。 

  

(システムコンサルティング事業) 

システムコンサルティング事業においては、システム運用に関する各種サポートサービスを提供する子会社

「株式会社デリバリー」を当期より連結決算対象とし、同社を通じて複数の新たなクライアント向け業務を開始

したこと等により、売上基盤の拡大を実現しました。また、事業戦略立案からサービス企画・設計支援及びシス

テム設計・開発・運用までを総合的にサポートする「トータルソリューション」サービスの事業基盤強化を進め

ました。 

当中間連結会計期間においては、既存クライアント向け「トータルソリューション」サービスに加え、新たな



クライアント向けにシステム開発及び運用支援サービスを提供しました。その結果、同事業の当中間連結会計

期間の売上高は、192,627千円(前年同期比80.0％増)、営業利益は、49,906千円(前年同期比25.4％減)となりまし

た。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、期首に比べ179,887千円増加し、当中間連結

会計期間末には、1,270,302千円(前年同期は、1,010,646千円)となりました。 

また、当中間連結会計期間末における各キャッシュ・フローは、次の通りであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、25,373千円の収入(前年同期は、20,825千円の支出)となりました。こ

れは、主として税金等調整前中間純利益を40,837千円計上したこと、仕入債務が38,771千円増加したことによる

ものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、20,746千円の収入(前年同期は、41,544千円の収入)となりました。こ

れは、主として保険の解約により71,701千円の収入を得たことによるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、131,975千円の収入(前年同期は、152,014千円の収入)となりました。

これは、主として株式の発行により172,302千円の収入を得たことによるものです。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社グループは、生産に関する事項は、ありません。 

(2) 受注実績 

当社グループは、受注に関する事項は、ありません。 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

  

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前連結会計年度において独立掲記しておりました「暗号化コード販売事業」は、重要性が減少したことから、当該事業の

詳細内容に基づき、これを「サービス開発事業」及び「コンテンツ事業」に含めておりますが、これによる影響は、軽微

であるため、前年同期比は、前連結会計期間の基準によったものと、当連結会計期間の基準によったものを直接比較して

算出しております。 

３ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

  

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約及び契約の重要な変更並びに解約はありませ

ん。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項はありませんが、営業活動及びソフト開発を通じて、ノウハウの蓄積及び開発環境の合理化を進めてお

ります。 

  

事業の種類別セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％) 

サービス開発事業 170,440 ＋42.6 

コンテンツ事業 250,790 △2.9 

システムコンサルティング事業 215,023 ＋87.8 

消去又は全社 △22,396 ＋198.6 

合計 613,858 ＋23.9 

相手先 

前中間連結会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

ＫＤＤＩ株式会社 87,350 17.6 122,975 20.0 

株式会社ＮＴＴドコモ 101,020 20.4 79,616 13.0 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更及び重要な設備計画の完了はありません。また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の

新設、除却等の計画はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) 提出日現在の発行数には、平成18年３月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使(旧転換社債等の権利行

使を含む。) により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

①新株予約権 

(第３回新株予約権) 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 170,000

計 170,000

種類 
中間会計期間末現在 
発行数(株) 

(平成18年１月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年３月31日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 96,177 96,297
東京証券取引所
(マザーズ) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 96,177 96,297 ― ― 

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成15年12月１日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個)    91 (注) ２,４ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)   273 (注) ４,７ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 36,667 (注) ３,７ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年11月４日～
平成25年10月28日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 36,667
資本組入額 18,334 (注) ７ 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 



(第４回新株予約権) 

  

  

(第５回新株予約権) 

  

  

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成15年12月１日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個)   240 (注) ２,４   200 (注) ２,４ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)   720 (注) ４,７   600 (注) ４,７ 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 36,667 (注) ３,７ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月４日～
平成25年10月28日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 36,667
資本組入額 18,334 (注) ７ 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注)５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)６ 同左 

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成16年３月２日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個)    30 (注) ２,４ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)    90 (注) ４,７ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり 89,000 (注) ３,７ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月４日～
平成25年10月28日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 89,000
資本組入額 44,500 (注) ７ 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注) ５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注) ６ 同左 



(第６回新株予約権) 

  

  

(第７回新株予約権) 

  

  

株主総会の特別決議日(平成15年10月28日)・取締役会決議日(平成16年６月16日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個)    65 (注) ２,４ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)   195 (注) ４,７ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり290,667 (注) ３,７ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月４日～
平成25年10月28日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 290,667
資本組入額 145,334 (注) ７ 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注) ５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注) ６ 同左 

株主総会の特別決議日(平成16年10月26日)・取締役会決議日(平成16年11月12日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個)  1,047 (注) １,４ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)  1,047 (注) ４ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり217,000 (注) ３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年11月２日～
平成26年10月24日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 217,000
資本組入額 108,500  

同左 

新株予約権の行使の条件 (注) ５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注) ６ 同左 



(第８回新株予約権) 

  

(注) １ 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、１株であります。ただし、当社が株式の分割又は併合を行う場合、本新

株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとし

ます。 

２ 新株予約権１個当たりの目的となる株式の数は、３株であります。ただし、当社が株式の分割又は併合を行う場合、本新

株予約権の目的たる株式の数は、次の算式により調整し、調整により生ずる１株未満の端数はこれを切り捨てるものとし

ます。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数はこれを切り上げるものとします。 

また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び平成14年４月１日改正前商

法に定める新株引受権証券に基づく新株引受権の行使により新株式を発行又は自己株式を移転する場合を除く。) は、次

の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとします。 

４ 新株予約権の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。これに伴い、新株予約権

の目的となる株式の数も減じております。 

５ 新株予約権の行使の条件は、次の通りであります。 

(1) 対象者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員

又は派遣社員であることを要し、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣

社員の地位を喪失した場合には、未行使の新株予約権を行使できないものとします。ただし、対象者がその地位を喪

失後、引き続き当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員の地位を取得

した場合には、新株予約権の行使が可能であるものとします。 

(2) 新株予約権の質入その他の処分及び相続は認めないものとします。 

(3) その他の権利行使の条件等は、「新株予約権割当契約」に定めるところによります。 

６ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。 

７ 平成16年９月17日をもって株式の分割(１：３)を行ったことに伴い、新株予約権の目的となる株式の数、払込金額、発行

価格及び資本組入額がそれぞれ調整されております。 

  

株主総会の特別決議日(平成16年10月26日)・取締役会決議日(平成17年９月20日) 

  
中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株予約権の数(個)   357 (注) １,４ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株)   357 (注) ４ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株当たり205,000 (注) ３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成18年11月２日～
平成26年10月24日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格 205,000
資本組入額 102,500 

同左 

新株予約権の行使の条件 (注) ５ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注) ６ 同左 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 
１ 

分割・併合の比率 

        
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 新株式発行前の時価 

        既発行株式数＋新規発行株式数 



②商法等改正整備法第19条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる新株引受権付社債 

  

(注) １ 平成16年９月17日をもって株式の分割(１：３)を行ったことに伴い、発行価格及び資本組入額が調整されております。 

２ 資本組入額は、発行価格又は調整後の発行価格に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、こ

の端数を切り上げた額としております。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

(注) 平成17年８月１日～平成18年１月31日  第２回無担保新株引受権付社債の新株引受権の権利行使による増加 

増加株式数       1,926株 

発行価格       83,333.3円 

資本組入額        41,667円 

平成17年８月１日～平成18年１月31日  第４回新株予約権の権利行使による増加 

増加株式数        354株 

発行価格         36,667円 

資本組入額        18,334円 

  

第３回無担保新株引受権付社債 
(平成12年10月５日発行) 

中間会計期間末現在
(平成18年１月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成18年２月28日) 

新株引受権の残高(千円) 170,000 同左 

新株引受権の権利行使により発行する株式の 
発行価格(円) 

83,333.3  (注) １ 同左 

資本組入額(円) 41,667 (注) １,２ 同左 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
(千円) 

資本金残高
(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年８月１日～ 
平成18年１月31日 
(注) 

2,280 96,177 86,740 775,631 88,344 908,148 



(4) 【大株主の状況】 

  

平成18年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

西 尾 直 紀 東京都港区六本木六丁目12番４号 31,732 32.99

根 津 康 洋 東京都港区元麻布一丁目２番６号 6,720 6.99

バンク オブ ニューヨーク ジー
シーエム クライアント アカウ
ンツ イー アイエスジー 

東京都千代田区丸の内二丁目７番１号
常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ
銀行カストデイ業務部 

3,184 3.31

バンダイネットワークス株式会
社 東京都港区東新橋一丁目６番１号 2,895 3.01

チェース マンハッタン バンク
ジーティーエス クライアンツ
アカウント エスクロウ 

東京都中央区日本橋兜町６番７号
常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務室 

1,880 1.95

東映アニメーション株式会社 東京都練馬区東大泉二丁目10番５号 1,440 1.50

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番
10号 

1,309 1.36

松 田 進 也 東京都練馬区豊玉北六丁目２番１号 1,206 1.25

江 口 郁 子 東京都港区高輪一丁目23番23号 1,084 1.13

池 田 礁 一 東京都杉並区高円寺南三丁目35番３号 830 0.86

計 ― 52,280 54.36



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等) 」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が１株含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日(平成17年10月27日)後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

平成18年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式)  
普通株式 233 ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 95,944 95,944
権利内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数 96,177 ― ― 

総株主の議決権 ― 95,944 ― 

平成18年１月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数
(株) 

他人名義
所有株式数
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式)     

株式会社メディアシーク 東京都港区麻布台二丁目３番５号 233 ― 233 0.24 

計 ― 233 ― 233 0.24 

月別 平成17年８月 ９月 10月 11月 12月 平成18年１月

最高(円) 260,000 238,000 183,000 198,000 217,000 235,000

最低(円) 225,000 163,000 164,000 160,000 168,000 163,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年８月１日から平成17年１月31日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３号の

ただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年８月１日から平成17年１月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３号のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年８月１日から平成17年１月31日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年８月１日から平成18年１月31日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年８月１日から平成17年１月31日まで)及び当中間会計期間(平成17年８月１日から平成18年１月31日まで)の

中間財務諸表について、優成監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    
前中間連結会計期間末
(平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年１月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     867,466 1,120,622   987,337 

２ 受取手形及び売
掛金 

    321,838 256,782   276,117 

３ 有価証券     92,670 147,264   71,084 

４ たな卸資産     48,569 41,060   18,948 

５ 繰延税金資産     3,887 3,844   4,367 

６ その他     62,868 19,144   41,915 

  貸倒引当金     △1,248 △1,961   △1,729 

流動資産合計     1,396,052 78.3 1,586,757 72.1   1,398,040 70.2

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１   39,598 2.2 37,951 1.7   34,809 1.8

２ 無形固定資産           

(1)連結調整勘定     10,149 13,923   ― 

(2)その他     12,251 9,533   10,936 

無形固定資産 
合計 

    22,401 1.3 23,457 1.1   10,936 0.6

３ 投資その他の資
産 

          

(1)投資有価証券     184,797 461,108   384,222 

(2)滞留債権     148,639 148,639   148,639 

(3)保険積立金     63,778 ―   63,778 

(4)繰延税金資産     ― 67,590   74,293 

(5)その他     75,653 22,187   23,703 

  貸倒引当金     △147,787 △147,787   △147,787 

投資その他の 
資産合計 

    325,082 18.2 551,739 25.1   546,851 27.4

固定資産合計     387,081 21.7 613,148 27.9   592,598 29.8

資産合計     1,783,134 100.0 2,199,906 100.0   1,990,638 100.0

            



  

  

    
前中間連結会計期間末
(平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年１月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     94,280 135,581   101,678 

２ 短期借入金     ― 200,000   200,000 

３ その他     75,117 65,000   78,283 

流動負債合計     169,397 9.5 400,581 18.2   379,962 19.1

負債合計     169,397 9.5 400,581 18.2   379,962 19.1

            

(少数株主持分)           

 少数株主持分     11,592 0.7 36,454 1.7   13,955 0.7

            

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     684,975 38.4 775,631 35.2   688,890 34.6

Ⅱ 資本剰余金     815,814 45.8 908,148 41.3   819,804 41.2

Ⅲ 利益剰余金     79,272 4.4 104,945 4.8   84,104 4.2

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

    22,081 1.2 13,728 0.6   3,920 0.2

Ⅴ 為替換算調整勘
定 

    ― ― 94 0.0   ― ―

Ⅵ 自己株式     ― ― △39,678 △1.8   ― ―

資本合計     1,602,143 89.8 1,762,870 80.1   1,596,719 80.2

負債、少数株
主持分及び資
本合計 

    1,783,134 100.0 2,199,906 100.0   1,990,638 100.0

            



② 【中間連結損益計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     495,421 100.0 613,858 100.0   1,102,699 100.0

Ⅱ 売上原価     349,239 70.5 447,445 72.9   847,410 76.8

売上総利益     146,181 29.5 166,412 27.1   255,288 23.2

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

※１   132,208 26.7 148,652 24.2   251,164 22.8

営業利益     13,972 2.8 17,760 2.9   4,124 0.4

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   12   1,533 105   

２ 受取配当金   198   1,141 7,799   

３ 投資有価証券売
却益 

  71,494   15,989 109,641   

４ 保険解約益   ―   7,922 ―   

５ その他   323 72,028 14.6 956 27,543 4.5 1,044 118,590 10.7

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   ―   1,401 911   

２ 新株発行費   7,745   1,543 7,882   

３ その他   29 7,774 1.6 720 3,665 0.6 ― 8,794 0.8

経常利益     78,225 15.8 41,637 6.8   113,921 10.3

Ⅵ 特別利益           

１ 債権取立益   6,341   ― 6,341   

２ 固定資産売却益 ※２ ―   46 ―   

３ その他   68 6,410 1.3 ― 46 0.0 68 6,410 0.6

Ⅶ 特別損失           

１ 投資有価証券評
価損 

  ―   ― 10,657   

２ 固定資産除却損 ※３ ―   847 253   

３ 連結調整勘定償
却 

  ―   ― 9,134   

４ その他   ― ― ― ― 847 0.1 50 20,096 1.8

税金等調整前中
間(当期)純利益 

    84,636 17.1 40,837 6.7   100,235 9.1

法人税、住民税
及び事業税 

  39,908   16,678 48,213   

法人税等調整額   △1,766 38,142 7.7 890 17,568 2.9 △1,667 46,546 4.2

少数株主利益 
又は少数株主損
失(△) 

    △3,460 △0.7 2,427 0.4   △1,097 △0.1

中間(当期)純利
益 

    49,954 10.1 20,841 3.4   54,785 5.0

            



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

    
前中間連結会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高     734,410 819,804   734,410

Ⅱ 資本剰余金増加高       

１ 増資による新株式の
発行 

  81,404 81,404 88,344 88,344 85,394 85,394

Ⅲ 資本剰余金中間(当期)
期末残高 

    815,814 908,148   819,804

        

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高     29,318 84,104   29,318

Ⅱ 利益剰余金増加高       

１ 中間(当期)純利益   49,954 49,954 20,841 20,841 54,785 54,785

Ⅲ 利益剰余金中間(当期)
期末残高 

    79,272 104,945   84,104

        



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 税金等調整前中間(当期)
純利益 

 84,636 40,837 100,235 

２ 減価償却費  9,124 9,078 19,237 

３ 連結調整勘定償却額  ― 1,547 10,149 

４ 貸倒引当金の増減(△)額  △638 134 △158 

５ 受取利息及び配当金  △210 △2,674 △7,904 

６ 支払利息  ― 1,401 911 

７ 投資有価証券売却益  △71,494 △15,989 △109,641 

８ 新株発行費  7,745 1,543 7,882 

９ 固定資産売却益  ― △46 ― 

10 固定資産除却損  ― 847 253 

11 投資有価証券評価損  ― ― 10,657 

12 為替差益  ― △502 △155 

13 自己株式取得手数料  ― 283 ― 

14 保険解約益  ― △7,922 ― 

15 売上債権の増(△)減額  △3,611 18,318 42,110 

16 たな卸資産の増(△)減額  △36,994 △22,112 △7,373 

17 前渡金の増(△)減額  647 △352 740 

18 仕入債務の増減(△)額  28,787 38,771 36,185 

19 未払消費税等の増減(△)
額 

 △13,358 7,201 △14,382 

20 外形標準課税に係る未払
事業税の増減(△)額 

 ― △2,511 5,084 

21 その他資産の増(△)減額  7,942 △4,313 5,999 

22 その他負債の増減(△)額  △12,023 △1,231 △8,908 

小計  551 62,305 90,924 

23 利息及び配当金の受取額  210 1,209 7,904 

24 利息の支払額  ― △1,363 △1,160 

25 法人税等の支払額  △21,587 △36,778 △36,486 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △20,825 25,373 61,182 

     

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日)

注記 



  

区分 番号 金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 
Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 有形固定資産の取得によ
る支出 

 △6,920 △8,048 △8,359 

２ 有形固定資産の売却によ
る収入 

 ― 311 ― 

３ 無形固定資産の取得によ
る支出 

 △462 △791 △626 

４ 投資有価証券の取得によ
る支出 

 △24,000 △268,115 △274,726 

５ 投資有価証券の売却によ
る収入 

 72,927 223,754 121,099 

６ 敷金保証金の増加による
支出 

 ― △521 △5,930 

７ 敷金保証金の返還による
収入 

 ― 2,456 ― 

８ 保険の解約による収入  ― 71,701 ― 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 41,544 20,746 △168,543 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

１ 株式の発行による収入  152,164 172,302 159,962 

２ 株式の発行による支出  △150 △366 △255 

３ 短期借入による収入  ― ― 200,000 

４ 自己株式の取得による支
出 

 ― △39,961 ― 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 152,014 131,975 359,707 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 ― 643 155 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
減(△)額 

 172,734 178,738 252,502 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額 

 ― 1,148 ― 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 837,912 1,090,415 837,912 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中
間期末(期末)残高 

※１ 1,010,646 1,270,302 1,090,415 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結してお

ります。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

スタートメディアジャパン㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結してお

ります。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社の名称 

スタートメディアジャパン㈱ 

㈱デリバリー 

DELIVERY VIETNAM CO., LTD. 

  

㈱デリバリーについては、当

中間連結会計期間中に第三者割

当増資を引き受け、議決権の

50.7％を取得したため、連結の

範囲に含めております。 

DELIVERY VIETNAM CO., LTD.

については、当中間連結会計期

間において新たに設立したた

め、連結の範囲に含めておりま

す。 

１ 連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結してお

ります。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

スタートメディアジャパン㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

該当する関連会社は、ありま

せん。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しており

ます。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

スタートメディアジャパン㈱

の中間決算日は、中間連結決算

日と一致しております。 

  

中間決算日が中間連結決算日と

異なる場合の内容等 

㈱デリバリーの中間決算日

は、８月31日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たって

は、中間連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

DELIVERY VIETNAM CO., LTD.

の中間決算日は12月31日であり

ます。中間連結財務諸表の作成

に当たっては、中間決算日現在

の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、中間連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整

を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価

法 

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  

  

  

  

  

  

時価のないもの 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準及び評価

方法 

①有価証券 

ａその他有価証券 

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定) 

時価のないもの 

同左 

②たな卸資産 

ａ商品 

移動平均法による原価法 

ｂ仕掛品 

個別法による原価法 

②たな卸資産 

ａ商品 

同左 

ｂ仕掛品 

同左 

②たな卸資産 

ａ商品 

同左 

ｂ仕掛品 

同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物及び構築物 

８～15年 

器具備品 

４～８年 

ただし、建物(建物附属設

備は除く)は、定額法を採用

しております。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

同左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

①有形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

定額法 

主な耐用年数 

専用実施権 ８年 

ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基

づく定額法を採用しておりま

す。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等の特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

(4)中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の財務諸表の

作成に当たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

  

―――――――― 

(4)中間連結財務諸表の作成の基礎

となった連結会社の財務諸表の

作成に当たって採用した重要な

外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は、

損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産及び

負債は、中間連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は、期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額

は、少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に含

めております。 

(4)連結財務諸表の作成の基礎とな

った連結会社の財務諸表の作成

に当たって採用した重要な外貨

建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は、損益

として処理しております。 

(5)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(5)その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

(5)その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

①消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及び現

金同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び取得日か

ら３ヶ月以内に満期日又は償還

日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期投資からなっ

ております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同

等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日又は償還日の

到来する流動性の高い、容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない短期投資からなってお

ります。 



会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

―――――――――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係る会計基準」(「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成15年10

月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 
これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

―――――――――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

(中間連結貸借対照表) 

前中間連結会計期間において独立科目として掲記し

ておりました「前渡金」(当中間連結会計期間93千円)

については、金額が僅少となったため、当中間連結会

計期間より流動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

  

―――――――――――― 



追加情報 

  

  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  

(中間連結損益計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する連結会計年度

より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当中間連結会計期間か

ら「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号)に従い法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般管理費

が2,706千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益

が、2,706千円減少しております。 

  

―――――――――――― 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する連結会計年度

より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月13

日 企業会計基準委員会 実務対応報

告第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

この結果、販売費及び一般管理費

が5,084千円増加し、営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益

が、5,084千円減少しております。 

前中間連結会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年１月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

72,495千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

93,179千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

80,096千円 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

  
役員報酬 18,536千円
給与 27,278千円
支払手数料 39,302千円
貸倒引当金繰入額 1,248千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

  
役員報酬 33,000千円
給与 30,534千円
支払手数料 32,473千円
貸倒引当金繰入額 1,793千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要

項目 

  
役員報酬 38,998千円 
給与 53,204千円 
支払手数料 65,523千円 
貸倒引当金繰入額 1,729千円 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  

―――――――――――― 

※２ 固定資産売却益の内訳 

  
器具備品 46千円
合計 46千円

※２ 固定資産売却益の内訳 

  

―――――――――――― 

※３ 固定資産除却損の内訳 

  

―――――――――――― 

※３ 固定資産除却損の内訳 

  
ソフトウェア 847千円
合計 847千円

※３ 固定資産除却損の内訳 

  
器具備品 253千円 
合計 253千円 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

  
現金及び預金勘定 867,466千円
有価証券勘定 92,670千円
流動資産その他に含
まれる預け金勘定 

50,510千円

現金及び現金同等物 1,010,646千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係 

  
現金及び預金勘定 1,120,622千円
有価証券勘定 147,264千円
流動資産その他に含
まれる預け金勘定 

2,415千円

現金及び現金同等物 1,270,302千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

  

  
現金及び預金勘定 987,337千円
有価証券勘定 71,084千円
流動資産その他に含
まれる預け金勘定 

31,993千円

現金及び現金同等物 1,090,415千円

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

１年内 2,998千円
１年超 7,148千円

合計 10,147千円

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

１年内 2,748千円
１年超 4,400千円

合計 7,148千円

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

１年内 2,998千円
１年超 5,649千円

合計 8,648千円



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  
(注) １ 表中の「中間連結貸借対照表計上額」及び「連結貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 前連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損10,657千円を計上しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

  

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年１月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年7月31日) 

取得原価
(千円) 

中間連結
貸借対照
表計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借
対照表計
上額 
(千円) 

差額
(千円) 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

                  

①株式 2,233 41,810 39,576 240 464 224 1,500 3,195 1,695 

②債券 ― ― ― 97,964 102,176 4,212 49,454 50,130 675 

③その他 ― ― ― 101,691 122,157 20,465 135,057 141,487 6,429 

小計 2,233 41,810 39,576 199,895 224,798 24,902 186,012 194,812 8,800 

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

                  

①株式 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

②債券 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

③その他 100,677 98,626 △2,048 155,966 154,210 △1,756 151,500 149,310 △2,190 

小計 100,677 98,626 △2,048 155,966 154,210 △1,756 151,500 149,310 △2,190 

合計 102,910 140,439 37,528 355,862 379,008 23,146 337,512 344,122 6,610 

  前中間連結会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間末
(平成18年１月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年7月31日) 

  中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

(千円) 

(1)その他有価
証券 

      

①中期国債フ
ァンド 70,281 70,287 70,284 

②野村ＣＲＦ 22,388 76,976 800 

③非上場株式 
(店頭売買株
式を除く) 

44,358 82,100 40,100 

合計 137,028 229,364 111,184 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当社グループはデリバティブ取引

を全く利用しておりませんので該当

事項はありません。 

同左 同左 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・役務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目117,177千円の主な内容は、提出会社本社の業務管理部門等管理部門に係る配賦不

能営業費用であります。 

  

(単位:千円)

  
システムコ
ンサルティ
ング事業 

コンテンツ
事業 

サービス開
発事業 

暗号化コー
ド販売事業 

計 
消去又は
全社 

連結

売上高及び営業損益        

(1)外部顧客に対する売上高 107,006 258,183 119,533 10,698 495,421 ― 495,421

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

7,500 ― ― ― 7,500 (7,500) ―

計 114,506 258,183 119,533 10,698 502,921 (7,500) 495,421

営業費用 47,589 213,162 82,652 20,866 364,270 117,177 481,448

営業利益又は営業損失(△) 66,917 45,020 36,881 △10,168 138,650 (124,677) 13,972

(1)システムコンサルティング事業・・ 企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービス 

(2)コンテンツ事業・・・・・・・・・ 携帯電話向け有料コンテンツ(例：着メロほか)配信サービス 

(3)サービス開発事業・・・・・・・・ 携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェア(例：バー

コードリーダ)の企画・開発及びライセンス販売 

(4)暗号化コード販売事業・・・・・・ 暗号化コード(スタートコード)の発行並びに同コードを利用した

サービスの企画、開発及びコンサルティング 



当中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・役務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目104,314千円の主な内容は、提出会社本社の業務管理部門等管理部門に係る配賦不

能営業費用であります。 

４ 当中間連結会計期間より、従来、独立掲記しておりました「暗号化コード販売事業」の重要性が減少したことから、当該

事業の詳細内容に基づき、これを「サービス開発事業」及び「コンテンツ事業」に含めることとしました。この結果、

「暗号化コード販売事業」に区分されていた売上高3,991千円が、「コンテンツ事業」に3,991千円配分されております。

また、「暗号化コード販売事業」に区分されていた営業費用2,634千円が、「サービス開発事業」に349千円、「コンテン

ツ事業」に1,756千円及び「消去又は全社」に528千円配分されております。 

  

(単位:千円)

  
サービス開発
事業 

コンテンツ事
業 

システムコン
サルティング
事業 

計
消去又は 
全社 

連結

売上高及び営業損益       

(1)外部顧客に対する売上高 170,440 250,790 192,627 613,858 ― 613,858

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

― ― 22,396 22,396 (22,396) ―

計 170,440 250,790 215,023 636,254 (22,396) 613,858

営業費用 105,578 221,088 165,117 491,783 104,314 596,098

営業利益 64,862 29,702 49,906 144,471 (126,711) 17,760

(1)サービス開発事業・・・・・・・・ 携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェア(例：バー

コードリーダ)の企画・開発及びライセンス販売 

(2)コンテンツ事業・・・・・・・・・ 携帯電話向け有料コンテンツ(例：着メロほか)配信サービス 

(3)システムコンサルティング事業・・ 企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービス 



前連結会計年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品・役務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目231,874千円の主な内容は、提出会社本社の業務管理部門等管理部門に係る配賦不

能営業費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当

事項は、ありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項

は、ありません。 

  

(単位:千円)

  
システムコ
ンサルティ
ング事業 

コンテンツ
事業 

サービス開
発事業 

暗号化コー
ド販売事業 

計 
消去又は
全社 

連結

売上高及び営業損益        

(1)外部顧客に対する売上
高 

251,901 517,198 308,902 24,697 1,102,699 ― 1,102,699

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

7,500 ― ― ― 7,500 (7,500) ―

計 259,401 517,198 308,902 24,697 1,110,199 (7,500) 1,102,699

営業費用 107,895 448,920 271,195 38,688 866,699 231,874 1,098,574

営業利益又は営業損失(△) 151,505 68,278 37,706 △13,991 243,499 (239,374) 4,124

(1)システムコンサルティング事業・・ 企業向け戦略コンサルティング、システムコンサルティング及び

システム運用支援サービス 

(2)コンテンツ事業・・・・・・・・・ 携帯電話向け有料コンテンツ(例：着メロほか)配信サービス 

(3)サービス開発事業・・・・・・・・ 携帯電話ほかモバイル機器向け組込み型ソフトウェア(例：バー

コードリーダ)の企画・開発及びライセンス販売 

(4)暗号化コード販売事業・・・・・・ 暗号化コードの発行並びに同コードを利用したサービスの企画、

開発及びコンサルティング 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１株当たり純資産額 17,080.79円 18,373.95円 17,005.02円 

１株当たり中間(当期)純利
益 

538.35円 219.58円 587.16円 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

510.91円 213.41円 559.05円 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

中間連結損益計算書上の中
間(当期)純利益(千円) 

49,954 20,841 54,785 

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

49,954 20,841 54,785 

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

92,791 94,914 93,306 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
用いられた普通株式増加数
の内訳(株) 

      

新株予約権 1,553 1,066 1,558 

新株引受権 3,431 1,678 3,134 

普通株式増加数(株) 4,984 2,744 4,692 

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要 

新株予約権１種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 237株) 

新株予約権３種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,642株) 

新株予約権１種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 222株) 



(重要な後発事象) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

ストックオプション制度の導入 

平成17年10月25日開催の第６回定

時株主総会において、「ストックオ

プションとして新株予約権を発行す

る件」を決議しました。 

(1)ストックオプション制度を導入

する目的及び有利なる条件によ

る発行を必要とする理由 

業績向上に対する貢献意欲や

士気を一層高めるとともに、監

査役の適正な監査に対する意識

をさらに高めることを目的とし

て、以下の発行要領に基づく新

株予約権を発行するものであり

ます。 

(2)新株予約権の割当を受ける者

(対象者)、割当数、発行日及び

発行の条件 

新株予約権の割当を受ける者

(対象者)は、当社もしくは当社

子会社の取締役、監査役、使用

人及び当社もしくは当社子会社

の業務委託契約社員並びに当社

もしくは当社子会社に勤務する

派遣社員とする。 

割当数、発行日及び発行の条

件は取締役会でこれを決定す

る。 

(3)新株予約権の目的たる株式の種

類及び数 

当社普通株式800株を上限と

する。 

(4)発行する新株予約権の総数 

800個を上限とする(各新株予

約権の目的たる株式の数は、新

株予約権１個につき１株とす

る。)。 

(5)新株予約権の発行価額 

無償とする。 

(6)新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき額(行使価額) 

新株予約権の発行日における

東京証券取引所における当社普

通株式の終値とする。ただし、

新株予約権の発行日の終値がな

い場合は、それに先立つ直近日

の終値とする。 

(7)新株予約権の行使可能期間 

平成19年11月１日から平成27年

10月25日まで 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

ただし、行使期間の最終日が

当社の休業日に当たるときは、

その前営業日を最終日とする。

(8)新株予約権の行使条件 

①対象者は、新株予約権の行使

時においても当社もしくは当

社子会社の取締役、監査役、

使用人又は当社もしくは当社

子会社の業務委託契約社員又

は当社もしくは当社子会社に

勤務する派遣社員であること

を要し、当社もしくは当社子

会社の取締役、監査役、使用

人又は当社もしくは当社子会

社の業務委託契約社員又は当

社もしくは当社子会社に勤務

する派遣社員の地位を喪失し

た場合には、未行使の新株予

約権を行使できないものとす

る。ただし、対象者がその地

位を喪失後、引き続き当社も

しくは当社子会社の取締役、

監査役、使用人又は当社もし

くは当社子会社の業務委託契

約社員又は当社もしくは当社

子会社に勤務する派遣社員の

地位を取得した場合には、新

株予約権の行使が可能である

ものとする。 

②新株予約権の質入その他の処

分及び相続は認めない。 

③その他細目については、当社

第６回定時株主総会決議及び

取締役会決議に基づき、当社

と対象者との間で締結する新

株予約権割当契約に定めると

ころによる。 

(9)新株予約権の消却の事由及び消

却条件 

①上記(8)に定める行使の条件

を充たさず、新株予約権を行

使できないこととなった場

合、当該新株予約権を無償で

消却することができる。 

②当社が消滅会社となる合併契

約書が承認された時、又は当

社が完全子会社となる株式交

換契約書承認に関する議案も

しくは株式移転承 



    

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

認に関する議案につき株主総

会で承認された時は、新株予

約権を無償で消却することが

できる。 

(10)新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するものと

する。 

(11)新株予約権証券 

新株予約権証券は、対象者の

請求があるときに限り発行す

る。 

(12)その他 

その他、新株予約権の発行に

必要な事項は、今後の取締役会

で決定する。 

  

    新株予約権の割当について 

平成16年10月26日開催の当社第５

回定時株主総会において、商法第280

条の20及び第280条の21の規定に基づ

き決議したストックオプションを目

的とする新株予約権につき、平成17

年９月20日開催の当社取締役会にお

いて行使価額等を決定しました。 

  

(1)新株予約権の行使に際して払込

をすべき金額(行使価額) 

新株予約権１個当たり205,000

円 

(１株につき205,000円) 

東京証券取引所における当社普

通株式の平成17年９月20日終値

(2)資本組入額  

１株当たりの払込金額に0.5

を乗じた金額とする。 

(１円未満の端数は１円単位に

切り上げ) 

(3)新株予約権の数 

357個(各新株予約権の目的たる

株式の数は、新株予約権１個に

つき１株とする。) 

ただし、新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われない場

合及び新株予約権の割当を受け

た者がその権利を喪失した場

合、新株予約権個数は減少す

る。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

(4)新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

当社普通株式357株 

(5)発行価額の総額 

金73,185,000円 

ただし、新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われない場

合及び新株予約権の割当を受け

た者がその権利を喪失した場

合、発行価額の総額は減少す

る。 

(6)発行日 

平成17年９月20日 

(7)権利行使期間 

平成18年11月２日から平成26年

10月24日まで 

※新株予約権の発行日以降、当社普

通株式の分割又は併合等が行われ

る場合、新株予約権の目的となる

株式の数及び行使価額に、所定の

調整が行われる。 

  

    第三者割当増資引き受けによる子会

社化 

平成17年７月26日開催の当社取締

役会において、技術開発陣の強化を

目的として、株式会社デリバリーの

第三者割当増資36,050千円を引受け

ることを決議し、平成17年８月４日

付で実行しました。 

その結果、同社は、当社の子会社

に該当することとなりました。同社

の概要は、以下のとおりです。 

(1)商号 

株式会社デリバリー 

(2)代表者 

代表取締役社長 阪口 琢夫 

(3)所在地 

東京都港区麻布台二丁目３番５

号 

(4)主な事業の内容 

コンピュータシステムの開発・

構築・運用・保守のアウトソー

シングサービス 

(5)所有株式の情報 

当社所有株式103株(当社所有割

合51％) 

なお、株式会社デリバリーの増資

後資本金は19,025千円であります。 



  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

自己株式の買受け 

平成17年９月26日開催の取締役会

の決議により、自己株式の市場買付

を実施しました。 

買付の概要は以下のとおりです。 

(1)買付期間 

平成17年10月７日から平成17年

10月19日 

(2)買付した株式の総数 

233株 

(3)株式の買付価額の総額 

39,678千円 

(4)買付方法 

東京証券取引所における市場買

付 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 
  

  

    
前中間会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末
(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金     853,614 1,068,791   967,834 

２ 受取手形     19,700 310   ― 

３ 売掛金     291,010 218,793   264,464 

４ 有価証券     92,670 147,264   71,084 

５ たな卸資産     46,856 41,415   17,540 

６ 繰延税金資産     3,887 1,992   4,367 

７ その他     62,698 17,700   42,180 

  貸倒引当金     △1,248 △1,735   △1,659 

流動資産合計     1,369,188 76.4 1,494,532 69.5   1,365,812 68.7

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１   38,427 2.2 29,915 1.4   33,918 1.7

２ 無形固定資産     4,365 0.2 2,573 0.1   3,722 0.2

３ 投資その他の資
産 

          

(1)投資有価証券     184,797 461,108   384,222 

(2)関係会社株式     ― 63,450   27,400 

(3)滞留債権     148,639 148,639   148,639 

(4)保険積立金     63,778 ―   63,778 

(5)繰延税金資産     ― 78,739   85,442 

(6)その他     130,453 20,703   23,703 

  貸倒引当金     △147,787 △147,787   △147,787 

投資その他の 
資産合計 

    379,882 21.2 624,853 29.0   585,400 29.4

固定資産合計     422,675 23.6 657,343 30.5   623,041 31.3

資産合計     1,791,864 100.0 2,151,876 100.0   1,988,854 100.0

            



  

  

    
前中間会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末
(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)           

Ⅰ 流動負債           

１ 買掛金     90,910 127,594   101,209 

２ 短期借入金     ― 200,000   200,000 

３ 未払法人税等     42,524 16,812   40,925 

４ 新株引受権     3,380 ―   3,305 

５ その他 ※２   29,290 30,889   33,468 

流動負債合計     166,105 9.3 375,297 17.4   378,908 19.1

負債合計     166,105 9.3 375,297 17.4   378,908 19.1

            

(資本の部)           

Ⅰ 資本金     684,975 38.2 775,631 36.1   688,890 34.6

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金     815,814 908,148   819,804 

資本剰余金合計     815,814 45.5 908,148 42.2   819,804 41.2

Ⅲ 利益剰余金           

１ 任意積立金     1,195 848   1,195 

２ 中間(当期)未処
分利益 

    101,692 117,900   96,134 

利益剰余金合計     102,887 5.8 118,748 5.5   97,329 4.9

Ⅳ その他有価証券
評価差額金 

    22,081 1.2 13,728 0.6   3,920 0.2

Ⅴ 自己株式     ― ― △39,678 △1.8   ― ―

資本合計     1,625,758 90.7 1,776,578 82.6   1,609,945 80.9

負債・資本合計     1,791,864 100.0 2,151,876 100.0   1,988,854 100.0

            



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％) 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     492,222 100.0 507,094 100.0   1,085,502 100.0

Ⅱ 売上原価     341,467 69.4 367,578 72.5   823,566 75.9

売上総利益     150,754 30.6 139,516 27.5   261,935 24.1

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

    130,714 26.5 126,134 24.9   257,554 23.7

営業利益     20,040 4.1 13,381 2.6   4,381 0.4

Ⅳ 営業外収益 ※１   72,022 14.6 28,289 5.6   118,564 10.9

Ⅴ 営業外費用 ※２   7,624 1.5 2,861 0.5   8,539 0.8

経常利益     84,438 17.2 38,809 7.7   114,406 10.5

Ⅵ 特別利益 ※３   6,410 1.3 46 0.0   6,410 0.6

Ⅶ 特別損失 ※４   ― ― 847 0.2   38,361 3.5

税引前中間(当
期)純利益 

    90,848 18.5 38,009 7.5   82,454 7.6

法人税、住民税
及び事業税 

  39,818   14,239 48,033   

法人税等調整額   △1,766 38,052 7.8 2,349 16,589 3.3 △12,816 35,217 3.2

中間(当期)純利
益 

    52,796 10.7 21,419 4.2   47,237 4.4

前期繰越利益     48,896 96,481   48,896 

中間(当期)未処
分利益 

    101,692 117,900   96,134 

            



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

移動平均法による原価法 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 

①子会社株式 

同左 

②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

中間会計期間末日の市場価

格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定) 

②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

同左 

②その他有価証券 

ａ時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

(評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定) 

ｂ時価のないもの 

移動平均法による原価法 

ｂ時価のないもの 

同左 

ｂ時価のないもの 

同左 

(2)たな卸資産 

①仕掛品 

個別法による原価法 

(2)たな卸資産 

①仕掛品 

同左 

(2)たな卸資産 

①仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

定率法 

主な耐用年数 

建物   ８～15年 

器具備品 ４～８年 

ただし、建物(建物附属設備

は除く)は、定額法を採用して

おります。 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定

額法を採用しております。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等の特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  

―――――――― 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。 

４ 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準 

  

―――――――― 



  

  

会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。 

５ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

５ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

―――――――――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」(企業会計審議会 平成

14年８月９日))及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成15年10月31

日 企業会計基準適用指針第６号)

を適用しております。 
これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

―――――――――――― 

前中間会計期間
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

  

―――――――――――― 

(中間貸借対照表) 

前中間会計期間においては、投資その他の資産の

「その他」につきその内訳を表示しておりませんでし

たが、「関係会社株式」の重要性が増加したため当中

間会計期間より区分掲記しております。なお、前中間

会計期間末における「関係会社株式」の金額は、

54,800千円であります。 
また、前中間会計期間において独立科目として掲記

しておりました「新株引受権」(当中間会計期間1,700

千円)については、金額が僅少となったため、当中間会

計期間より流動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 



追加情報 

  

  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

「地方税等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割及

び資本割については、販売費及び一

般管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が2,706千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前中間純利益が、2,706

千円減少しております。 

  

―――――――――――― 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号)

に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費

が5,084千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が、5,084

千円減少しております。 

前中間会計期間末 
(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末
(平成18年１月31日) 

前事業年度末 
(平成17年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

71,440千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

84,744千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

78,762千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

※２ 消費税等の取扱い 

―――――――――― 



(中間損益計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年１月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成18年１月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成17年７月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 2千円
受取配当金 198千円
投資有価証券売却益 71,494千円

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 64千円
有価証券利息 1,468千円
受取配当金 1,141千円

投資有価証券売却益 15,989千円

保険解約益 7,922千円

※１ 営業外収益の主要項目 
受取利息 91千円 
有価証券利息 8千円 
受取配当金 7,799千円 
投資有価証券売却益 109,641千円 

※２ 営業外費用の主要項目 
新株発行費 7,595千円

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 1,401千円
新株発行費 1,177千円

※２ 営業外費用の主要項目 
支払利息 911千円 
新株発行費 7,627千円 

※３ 特別利益の主要項目 
債権取立益 6,341千円

※３ 特別利益の主要項目 
固定資産売却益 46千円

※３ 特別利益の主要項目 
債権取立益 6,341千円 

※４ 特別損失の主要項目 

―――――――――― 

※４ 特別損失の主要項目 
固定資産除却損 847千円

※４ 特別損失の主要項目 
固定資産除却損 253千円 
投資有価証券評価損 10,657千円 

子会社株式評価損 27,400千円 

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 7,426千円
無形固定資産 746千円

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 6,028千円
無形固定資産 655千円

 ５ 減価償却実施額 
有形固定資産 15,780千円 
無形固定資産 1,554千円 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

１年内 2,998千円
１年超 7,148千円

合計 10,147千円

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

１年内 2,748千円
１年超 4,400千円

合計 7,148千円

オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

  

１年内 2,998千円
１年超 5,649千円

合計 8,648千円



(１株当たり情報) 
  

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１株当たり純資産額 17,332.55円 18,516.83円 17,145.86円 

１株当たり中間(当期)純利
益 

568.98円 225.67円 506.26円 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 

539.97円 219.33円 482.02円 

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

中間損益計算書上の中間
(当期)純利益(千円) 

52,796 21,419 47,237 

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円) 

52,796 21,419 47,237 

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

― ― ― 

普通株式の期中平均株式数
(株) 

92,791 94,914 93,306 

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益の算定に
用いられた普通株式増加数
の内訳(株) 

      

新株予約権 1,553 1,066 1,558 

新株引受権 3,431 1,678 3,134 

普通株式増加数(株) 4,984 2,744 4,692 

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含めなかった潜在株式
の概要 

新株予約権１種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 237株) 

新株予約権３種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 1,642株) 

新株予約権１種類 

(新株予約権による潜在

株式の数 222株) 



(重要な後発事象) 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

ストックオプション制度の導入 

平成17年10月25日開催の第６回定

時株主総会において、「ストックオ

プションとして新株予約権を発行す

る件」を決議しました。 

(1)ストックオプション制度を導入

する目的及び有利なる条件によ

る発行を必要とする理由 

業績向上に対する貢献意欲や

士気を一層高めるとともに、監

査役の適正な監査に対する意識

をさらに高めることを目的とし

て、以下の発行要領に基づく新

株予約権を発行するものであり

ます。 

(2)新株予約権の割当を受ける者

(対象者)、割当数、発行日及び

発行の条件 

新株予約権の割当を受ける者

(対象者)は、当社もしくは当社

子会社の取締役、監査役、使用

人及び当社もしくは当社子会社

の業務委託契約社員並びに当社

もしくは当社子会社に勤務する

派遣社員とする。 

割当数、発行日及び発行の条

件は取締役会でこれを決定す

る。 

(3)新株予約権の目的たる株式の種

類及び数 

当社普通株式800株を上限と

する。 

(4)発行する新株予約権の総数 

800個を上限とする(各新株予

約権の目的たる株式の数は、新

株予約権１個につき１株とす

る。)。 

(5)新株予約権の発行価額 

無償とする。 

(6)新株予約権の行使に際して払込

みをなすべき額(行使価額) 

新株予約権の発行日における

東京証券取引所における当社普

通株式の終値とする。ただし、

新株予約権の発行日の終値がな

い場合は、それに先立つ直近日

の終値とする。 

(7)新株予約権の行使可能期間 

平成19年11月１日から平成27年

10月25日まで 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

ただし、行使期間の最終日が

当社の休業日に当たるときは、

その前営業日を最終日とする。

(8)新株予約権の行使条件 

①対象者は、新株予約権の行使

時においても当社もしくは当

社子会社の取締役、監査役、

使用人又は当社もしくは当社

子会社の業務委託契約社員又

は当社もしくは当社子会社に

勤務する派遣社員であること

を要し、当社もしくは当社子

会社の取締役、監査役、使用

人又は当社もしくは当社子会

社の業務委託契約社員又は当

社もしくは当社子会社に勤務

する派遣社員の地位を喪失し

た場合には、未行使の新株予

約権を行使できないものとす

る。ただし、対象者がその地

位を喪失後、引き続き当社も

しくは当社子会社の取締役、

監査役、使用人又は当社もし

くは当社子会社の業務委託契

約社員又は当社もしくは当社

子会社に勤務する派遣社員の

地位を取得した場合には、新

株予約権の行使が可能である

ものとする。 

②新株予約権の質入その他の処

分及び相続は認めない。 

③その他細目については、当社

第６回定時株主総会決議及び

取締役会決議に基づき、当社

と対象者との間で締結する新

株予約権割当契約に定めると

ころによる。 

(9)新株予約権の消却の事由及び消

却条件 

①上記(8)に定める行使の条件

を充たさず、新株予約権を行

使できないこととなった場

合、当該新株予約権を無償で

消却することができる。 

②当社が消滅会社となる合併契

約書が承認された時、又は当

社が完全子会社となる株式交

換契約書承認に関する議案も

しくは株式移転承 



    

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

認に関する議案につき株主総

会で承認された時は、新株予

約権を無償で消却することが

できる。 

(10)新株予約権の譲渡制限 

新株予約権を譲渡するには、

取締役会の承認を要するものと

する。 

(11)新株予約権証券 

新株予約権証券は、対象者の

請求があるときに限り発行す

る。 

(12)その他 

その他、新株予約権の発行に

必要な事項は、今後の取締役会

で決定する。 

  

    新株予約権の割当について 

平成16年10月26日開催の当社第５

回定時株主総会において、商法第280

条の20及び第280条の21の規定に基づ

き決議したストックオプションを目

的とする新株予約権につき、平成17

年９月20日開催の当社取締役会にお

いて行使価額等を決定しました。 

  

(1)新株予約権の行使に際して払込

をすべき金額(行使価額) 

新株予約権１個当たり205,000

円 

(１株につき205,000円) 

東京証券取引所における当社普

通株式の平成17年９月20日終値

(2)資本組入額  

１株当たりの払込金額に0.5

を乗じた金額とする。 

(１円未満の端数は１円単位に

切り上げ) 

(3)新株予約権の数 

357個(各新株予約権の目的たる

株式の数は、新株予約権１個に

つき１株とする。) 

ただし、新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われない場

合及び新株予約権の割当を受け

た者がその権利を喪失した場

合、新株予約権個数は減少す

る。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

(4)新株予約権の目的となる株式の

種類及び数 

当社普通株式357株 

(5)発行価額の総額 

金73,185,000円 

ただし、新株予約権の権利行

使期間内に行使が行われない場

合及び新株予約権の割当を受け

た者がその権利を喪失した場

合、発行価額の総額は減少す

る。 

(6)発行日 

平成17年９月20日 

(7)権利行使期間 

平成18年11月２日から平成26年

10月24日まで 

※新株予約権の発行日以降、当社普

通株式の分割又は併合等が行われ

る場合、新株予約権の目的となる

株式の数及び行使価額に、所定の

調整が行われる。 

  

    第三者割当増資引き受けによる子会

社化 

平成17年７月26日開催の当社取締

役会において、技術開発陣の強化を

目的として、株式会社デリバリーの

第三者割当増資36,050千円を引受け

ることを決議し、平成17年８月４日

付で実行しました。 

その結果、同社は、当社の子会社

に該当することとなりました。同社

の概要は、以下のとおりです。 

(1)商号 

株式会社デリバリー 

(2)代表者 

代表取締役社長 阪口 琢夫 

(3)所在地 

東京都港区麻布台二丁目３番５

号 

(4)主な事業の内容 

コンピュータシステムの開発・

構築・運用・保守のアウトソー

シングサービス 

(5)所有株式の情報 

当社所有株式103株(当社所有割

合51％) 

なお、株式会社デリバリーの増資

後資本金は19,025千円であります。 



  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  

――――――――― 

  

――――――――― 

自己株式の買受け 

平成17年９月26日開催の取締役会

の決議により、自己株式の市場買付

を実施しました。 

買付の概要は以下のとおりです。 

(1)買付期間 

平成17年10月７日から平成17年

10月19日 

(2)買付した株式の総数 

233株 

(3)株式の買付価額の総額 

39,678千円 

(4)買付方法 

東京証券取引所における市場買

付 



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

  

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 

  

  

(1) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第６期) 

自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 

  
平成17年10月27日 
関東財務局長に提出。 

(2) 
自己株券買付状況
報告書 

(平成17年９月度) 
自 平成17年９月26日 
至 平成17年９月30日 

  
平成17年11月４日 
関東財務局長に提出。 

(3) 
自己株券買付状況
報告書 

(平成17年10月度) 
自 平成17年10月１日 
至 平成17年10月31日 

  
平成17年11月４日 
関東財務局長に提出。 

(4) 
自己株券買付状況
報告書 

(平成17年11月度) 
自 平成17年11月１日 
至 平成17年11月30日 

  
平成17年12月７日 
関東財務局長に提出。 

(5) 
自己株券買付状況
報告書 

(平成17年12月度) 
自 平成17年12月１日 
至 平成17年12月31日 

  
平成18年１月４日 
関東財務局長に提出。 

(6) 
自己株券買付状況
報告書 

(平成18年１月度) 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年１月31日 

  
平成18年２月２日 
関東財務局長に提出。 

(7) 
自己株券買付状況
報告書 

(平成18年２月度) 
自 平成18年２月１日 
至 平成18年２月28日 

  
平成18年３月６日 
関東財務局長に提出。 



  
  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年３月29日

株式会社メディアシーク 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社メディアシークの平成16年８月１日から平成17年７月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年８月１日

から平成17年１月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社メディアシーク及び連結子会社の平成17年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間(平成16年８月１日から平成17年１月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

優  成  監  査  法  人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  加   藤    善   孝  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  本   間    洋   一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年３月29日

株式会社メディアシーク 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社メディアシークの平成17年８月１日から平成18年７月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年８月１日

から平成18年１月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社メディアシーク及び連結子会社の平成18年１月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間(平成17年８月１日から平成18年１月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

優  成  監  査  法  人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  加   藤    善   孝  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  本   間    洋   一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年３月29日

株式会社メディアシーク 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社メディアシークの平成16年８月１日から平成17年７月31日までの第６期事業年度の中間会計期間(平成16年８月１日か

ら平成17年１月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社メディアシークの平成17年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年８

月１日から平成17年１月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  

優  成  監  査  法  人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  加   藤    善   孝  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  本   間    洋   一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年３月29日

株式会社メディアシーク 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社メディアシークの平成17年８月１日から平成18年７月31日までの第７期事業年度の中間会計期間(平成17年８月１日か

ら平成18年１月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社メディアシークの平成18年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年８

月１日から平成18年１月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  

優  成  監  査  法  人 

代表社員 
業務執行社員

  公認会計士  加   藤    善   孝  ㊞ 

業務執行社員   公認会計士  本   間    洋   一  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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